
目標を達成するための
公共交通に関する施策について
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２．施策の体系

目標③

定住化や
来訪機会を促す魅力ある
まちを支える公共交通

目標①

子どもから高齢者まで
いきいきと健康に暮らせる
まちを支える公共交通

目標②

環境にやさしく、
にぎわいと活力を
支える公共交通

目標④

みんなでつくり、
みんなで支える
持続可能な公共交通

施策① 路線バスの再編(案)

施策② ローズバスのダイヤ改正・利便性向上(案)

施策③ 交通結節点の整備(案)

施策④ 公共交通情報の充実(案)

施策⑨ 来訪者にとっても利用しやすい公共交通情報の充実(案)

施策⑩ 地域住民主体による持続可能な運行を支える協働の取組(案)

施策⑪ バス等の乗り継ぎ利便性等を高めるICカードの普及促進(案)

施策⑤ ＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化事業の推進(案)

施策⑥ 都市計画道路泉州山手線等の道路整備の推進(案)

施策⑦ 高速バスの利便性向上(案)

施策⑧ 鉄道路線間の連携(案)

2活動と移動の階層構造による分類 広域圏 近隣圏 生活圏

施策①～施策⑪は現時点での施策案である
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路線バスの再編(案)

○ 日常の身近な交通手段として、市内及び市外の鉄道駅や主要施設等を結び、広域連携軸
や地域連携軸の役割を担う路線バスを今後も維持するため、路線バス事業者と調整し、
利便性向上を図るために市内バス路線の再編を行う。

目
標
①

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
い
き
い
き
と
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・路線バスの利便性向上を図るために、ダイヤ改正の実施に向けた検討を行う。
・中心市街地における移動サービスを担うローズバスとの乗継拠点を設置する。

■路線バスの再編のイメージ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

施策

①
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ローズバスのダイヤ改正
・利便性向上(案)

○ ローズバスは、中心市街地を巡回し移動サービスを担うため、既存路線バスとの競合に
配慮し、利用者のニーズや需要に応じた運行の見直しを行う。また、各交通手段の役割
の整理を行い、ローズバスの運賃体系について、適正化を図る。

目
標
①

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
い
き
い
き
と
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・ローズバスの利便性向上や効率化を図るため、路線の再編を実施する。
・鉄道・路線バス相互の乗り継ぎの利便性の向上を図るため、乗継拠点を設置する。
・市民負担の公平性の観点や路線バスの運賃体系を考慮し、受益者負担を含めた料金体系の見直しを
行う。

■ローズバスのダイヤ改正・利便性向上施策のイメージ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○ ○

施策

②
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交通結節点の整備(案)

○ 市内の鉄道駅には、駅前広場が未整備(東岸和田駅は暫定供用)の駅もあり、鉄道駅とバ
ス停が離れている箇所がある。 広域連携軸や地域連携軸の役割を担う路線バスと鉄道
との乗継拠点となる交通結節点の整備を行い、利用者の視点に立った鉄道・路線バス・
タクシーの乗継ぎの利便性向上を図る。

目
標
②

環
境
に
や
さ
し
く
、
に
ぎ
わ
い
と
活
力
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・路線バス・タクシーと鉄道との乗継拠点を設置する。
・駅前への路線バスの乗入れを視野に検討を行う。

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

施策

③

出典：摂津市役所ＨＰ

【事例】土地区画整理事業に合わせて整備された駅前広場（摂津市）

摂津市では、「南千里丘まちづくり事業（南千
里丘土地区画整理事業）」による新しいまちとし
て、平成22年の阪急京都線「摂津市駅」の開業
に合わせて、駅前広場を整備している。
また、約1,000戸の分譲住宅や駅前広場、摂津
市民の活動拠点となる「コミュニティプラザ複合
施設」なども整備されている。
南千里丘地区は「低炭素型社会の実現」をテー
マとした環境まちづくりのモデル地区となってお
り、建築、緑化、鉄道の部門においても数多くの
表彰を受けるなど、環境負荷の低減に取組んでい
る。
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公共交通情報の充実(案)

○ 現在は、路線バスやローズバス毎にバス路線図が作成されており、市全域のバスネット
ワークに関する情報が分かりづらくなっている。また、乗り継ぎ方法など情報提供が不
足しており、市民や来訪者などへ市内の鉄道や路線バス・ローズバス等の公共交通の利
便性向上を図る必要がある。市内の公共交通に関する利用方法や乗り継ぎ等の情報提供
を実施する。

目
標
②

環
境
に
や
さ
し
く
、
に
ぎ
わ
い
と
活
力
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・市内のバス路線やバス停位置、鉄道とバスを乗り継ぐ際の経路やダイヤ等を示した利用者の視点に
立ったわかりやすい案内マップ等を作成し、バス停をはじめとした主要施設に設置を行う。

出典：吹田市ＨＰ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

【事例】市内バスルートやのりば位置等の情報提供（吹田市）

吹田市では、環境にやさしい電
車やバスなどの公共交通をもっと
知ってもらい、公共交通を利用し
てお出かけしてもらうため、吹田
市公共交通マップを作成・配布し
ている。バスマップには、市内複
数事業者のバスルート図をはじめ
、市内鉄道駅や主要施設における
バスのりばの位置や各のりばから
運行している行き先等の情報も掲
載されている。また、作成・印刷
費用は広告掲載料などを活用して
いる。

施策

④

●吹田市公共交通マップ2016
・規格：A1サイズ（594mm×841mm）を
約11cm×20cmに折りたたみ

〔表面〕

〔裏面〕
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ＪＲ阪和線東岸和田駅付近
高架化事業の推進(案)

○ 市街地において、多くの道路と平面交差している鉄道は、踏切による交通渋滞や踏切事
故を起こす要因となっており、大きな交通問題を引き起こしている。また、鉄道が市街
地の中心地を横断していることで地域を分断し、地域交流を妨げる一因にもなっている。
これらの問題を解消し、安全で快適な市街地を形成し、地域交流を促進するため、ＪＲ
東岸和田駅付近での高架化に向けた事業を推進する。

目
標
③

定
住
化
や
来
訪
機
会
を
促
す
魅
力
あ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・ＪＲ阪和線東岸和田駅付近を高架化し、交差道路8か所の踏切除去や駅舎及び駅前の歩行空間のバ
リアフリー対策を実施する。

・鉄道の立体交差化にあわせ東西方向の幹線道路である岸和田土生郷修斉線の道路改良や附属街路事
業により、交通の円滑化と良好なまちづくりを促進する。

出典：大阪府都市整備部岸和田土木事務所資料

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

■岸和田土生郷修斉線における
事業完了後のイメージ

施策

⑤

■ＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化事業概略図

出典：岸和田市資料
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都市計画道路泉州山手線等
の道路整備の推進(案)

○ 泉州地域（岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市）の丘陵部における広域幹線であると
ともに、地域の連携と活性化を支える重要な路線として、位置付けられている都市計画
道路泉州山手線等の整備を推進する。

目
標
③

定
住
化
や
来
訪
機
会
を
促
す
魅
力
あ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・都市計画道路泉州山手線の道路整備を推進する。
・泉北高速鉄道和泉中央駅からの延伸の検討を行う。

出典：泉州山手線沿道のまちづくりの方針（案）（平成28年11月 岸和田市）

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○ ○

■ 市計画道路泉州山手線沿道地域における
公共交通ネットワークの状況

施策

⑥

【事例】鉄道延伸の事例（大阪府箕面市）

箕面市では、北大阪急行線の千里中央駅か
ら北へ2.5km延伸する「北大阪急行線延伸事
業」が進められている（平成32年度開業予
定）。

出典：箕面市ＨＰ

北大阪急行線の延伸
に合わせて、新箕面駅
（仮称）や箕面船場駅
（仮称）の新駅周辺で
は、まちづくりが進め
られている。また、新
駅を中心とした市内交
通が充実したバスルー
トへの再編も予定され
ている。
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高速バスの
利便性向上(案)

○ 交流人口の拡大にむけたまちづくりを図るために、他都市へのアクセス性の向上に向け
た高速バスネットワークを構築する。

目
標
③

定
住
化
や
来
訪
機
会
を
促
す
魅
力
あ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・岸和田市を発着する高速バス路線の拡充に向けた検討を行う。

出典：岸和田観光バス株式会社ＨＰ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

■ 新たに南海岸和田駅を発着する
高速バスのイメージ

施策

⑦

※１： 専ら一の市町村の区域を越え、かつ、その長さが概ね５０ｋｍ以上の路線において、
停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの

・ 本アクションプランの高速バスとは、「高速乗合バス」を示す。
・ 高速乗合バスとは、道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線定期運

行であって、同規則第１０条第１項第１号ロの運賃を適用するもの※１をいう。

● 高速バスについて

■ 南海岸和田駅前の高速バスのりば

現在は、南海岸和田
駅前から川崎・東京方
面の高速バス（VIP
LINER）が運行して
います。
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鉄道路線間の連携(案)

○ 来訪者の拠点間移動時の交通手段の拡充を図るために、南海岸和田駅⇔JR東岸和田駅間
を結ぶ路線バスの活用し、鉄道駅間の連携を強化する。

目
標
③

定
住
化
や
来
訪
機
会
を
促
す
魅
力
あ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・南海岸和田駅とJR東岸和田駅間を含むルートを運行する路線バスのダイヤを整理し鉄道駅間利用の
利便性向上を図る。

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○

■鉄道路線間の連携イメージ

施策

⑧

既存の路線バスの利用者の
利便性を確保しつつ、広域連
携軸である鉄道間の利用者の
利便性の向上を図る。
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来訪者にとっても
利用しやすい公共交通情報の
充実(案)

○ 観光やビジネスなどの来訪者をはじめ、岸和田市民の回遊性の向上を図るために、市内
の公共交通の案内をはじめ、目的地までのルート検索や岸和田市内の観光施設やイベン
ト情報等の情報提供を行う。

目
標
③

定
住
化
や
来
訪
機
会
を
促
す
魅
力
あ
る
ま
ち
を
支
え
る
公
共
交
通

【施策の概要】
・入手可能なスマートフォンアプリ等で情報提供を行う。

出典：岸和田市資料

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○ ○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○ ○

■スマートフォン向け無料アプリ「祭都(さいと)きしわだnavi」

施策

⑨
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○ 鉄道駅やバス停から距離がある地域において、地域住民が主体となって運行する新たな
交通モードの導入を図る。

目
標
④

み
ん
な
で
つ
く
り
、
み
ん
な
で
支
え
る
持
続
可
能
な
公
共
交
通

【施策の概要】
・地域が主体となって、地域に必要な公共交通のあり方を検討する体制を構築する。
・地域が主体となった新たな交通手段への取組をサポートする仕組みの検討を行う。
・地域・事業者・行政の協力体制を構築し、地域主体の地域バスや乗合タクシーを導入図る。

出典：ぐるっと生瀬事務局ＨＰ、阪急タクシー株式会社ＨＰ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○ ○

【事例】地域が主体となった新たな地域公共交通の導入事例「ぐるっと生瀬」（兵庫県西宮市）

施策

⑩

「ぐるっと生瀬」では、大阪大学と西宮市の協力のもと、地域住民が主体となって“生瀬住民の
おでかけの足を考える”取組を行っています。9年間に及ぶ調査研究、試験運行を重ね、利用者負
担と住民負担で収支を賄う計画を立案し、平成27年10月より本格運行を開始している。

また、交通困難の対策だけ
でなく、人がつながる、各自
治会がつながることによって
、生瀬地域の町全体が活性化
することも目的としている。

地域住民主体による持続可能
な運行を支える協働の取組
(案)
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バス等の乗り継ぎ利便性等を
高める交通系ICカードの普及
促進(案)

○ 路線バスの利用促進を図るために、平成28年4月に導入した交通系ＩＣカードを活用し
た割引制度の拡充などの情報提供を行うとともに、交通系ＩＣカードの普及促進を行う。

目
標
④

み
ん
な
で
つ
く
り
、
み
ん
な
で
支
え
る
持
続
可
能
な
公
共
交
通

【施策の概要】
・交通系ＩＣカード利用による割引制度の拡充などの情報提供を行い、普及促進を図る。

出典：南海バス株式会社ＨＰ

活動と移動の階層構造

広域圏 近隣圏 生活圏

○

実施主体

市民 事業者 市 その他

○ ○ ○

■ 市内路線バスでの交通系ＩＣカード
利用によるバス・バス乗継割引の概要

施策

⑪

・南海バス、南海ウイングバス
金岡、南海ウイングバス南部
のＩＣカードシステム導入路
線で利用可能

・事前にＩＣカードにチャージ
（入金）し、バス車内の読取
機にタッチするだけで運賃精
算が可能（※１枚のカードで
普通割引精算と昼間休日割引
精算へのチャージが可能）

■ プリペイド式交通系ＩＣカード「なっち」の概要

・すべての時間帯で利用可能な「普通割引」は、1,000 円
チャージ毎に120 円のプレミアが付与

・平日ダイヤの10 時～16 時の精算時、および土曜・休日
ダイヤの終日にご利用可能な「昼間休日割引」は、
1,000 円チャージ毎に200 円のプレミアが付与

・事前にＩＣカードにチャージ（入金）し、バス車内の読
取機にタッチするだけで運賃精算が可能

出典：南海バス株式会社ＨＰ


